
日本海・九州西広域漁業調整委員会の互選委員について

１ 委員会の設置（法第110条）

我が国周辺水域の水産資源の管理を的確に行うために、都道府県の区域を超えて広

域的に分布回遊し、かつ、それを漁獲する漁業種類が大臣管理漁業と複数の知事管理

漁業にまたがる水産資源の管理に係る漁業調整を行うことを目的に、国の常設機関と

して設置されている。

また、資源の分布、利用等に応じ、関係委員により構成される部会を設けている。

〇太平洋広域漁業調整委員会（太平洋北部会、太平洋南部会）

〇瀬戸内海広域漁業調整委員会

〇日本海・九州西広域漁業調整委員会（日本海北部会、日本海西部会、九州西部会）

２ 委員会の機能

広域的に分布回遊する資源を対象とした資源管理に関する事項について協議調整を

行う。

①複数都道府県にまたがる海域を回遊する魚種の資源管理についての検討

②資源回復計画の作成に係る審議

③資源管理措置の適切な実施を担保するための「委員会指示」の発動（法第68条）

④①に関連する漁業調整

３ 委員の構成（法第111条）

各委員会は、都道府県ごとに互選する沿岸漁業の代表者を主とする海区代表者と国

が選任する沖合漁業の代表者を主とする関係漁業の代表者並びに学識経験者で構成す

る。（日本海・九州西委員会の委員数２９名）

鳥取海区互選委員： 任 期：４年（H25.10.1～H29.9.30）

事 務 局：水産庁

協議内容：資源管理に係る協議

（国が作成した資源回復計画対象魚種：ｱｶｶﾞﾚｲ(ｽﾞﾜｲｶﾞﾆ)､ﾍﾞﾆｽﾞﾜｲｶﾞﾆ等）

フロンティア漁場整備事業（国直轄事業、排他的経済水域が対象）

【改選後の取扱】（水産庁指導）

①現在の互選委員が海区委員に再任された場合

→引き続き海区互選委員として任期を継続する。

②現在の互選委員が海区委員に再任されなかった場合

→新たな委員を互選する。
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漁業法 抜粋

（漁業調整委員会）
第 82 条 漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会及び広域漁
業調整委員会とする。

２ 海区漁業調整委員会は都道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会はその設置さ
れた海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会は農林水産大臣の監督
に属する。

（所掌事項）
第 83 条 漁業調整委員会は、その設置された海区又は海域の区域内における漁業に関す
る事項を処理する。

（設置）
第 110 条 太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州
西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。

２ 前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我
が国の排他的経済水域、領海及び内水（内水面を除く。）のうち、それぞれ、太平洋の
海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域（これらに隣接する海域を含
む。）で政令で定めるものをいう。

（構成）
第 111条 広域漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
２ （略）
３ 日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
１ 日本海・九州西海域の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が道府県ごと
に互選した者各１人

２ 日本海・九州西海域の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任し
た者７人

３ 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者３人
４ （略）

（準用規定）
第 114 条 第 85 条第２項及び第４項から第６項まで（海区漁業調整委員会の会長、専門
委員及び書記又は補助員）、第 96 条（委員の辞職の制限）、第 98 条第１項、第３項及び
第４項（委員の任期）、第 100条から第 102条まで（解任及び会議）並びに第 108条（委
員の失職）の規定は、広域漁業調整委員会に準用する。この場合において、第 85 条第
２項中「第３項第２号の委員」とあるのは「（中略）日本海・九州西広域漁業調整委員
会にあつては同条第３項第３号の委員（中略）」と、同項、同条第４項及び第５項並び
に第 100 条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条中「第 85 条第３
項第２号」とあるのは「第 111 条第２項第２号及び第３号、同条第３項第２号及び第３
号並びに同条第４項第２号」と、第 108条中「第 106条第２項の規定により選出された」
とあるのは「第 111 条第２項第１号、同条第３項第１号又は同条第４項第１号の規定に
より互選した者をもつて充てられた」と読み替えるものとする。

（委員の任期）
第 98条 委員の任期は、４年とする。
２ （略）
３ 補欠委員は、前任者の残任期間在任する。
４ 委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を
行う。

（委員の失職）
第 108 条 第 106 条第２項の規定により選出された委員は、海区漁業調整委員会の委員で
なくなつたときは、その職を失う。
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